
免許取消・
業務停止の

別
業務停止期間

令和４（2022年）4月12日 貞川　愼太郎 二級 （石）８５０４ 戒告 －
建築士法第 22 条の２第二号の規定による二級建築士定期講習を受講していないこ 
とから文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講しなか
った。

令和５年（2023年）12月26日 中野　修 二級 （石）１３７８２ 業務停止 ３月 牛舎１件について、確認済証を偽造し、これを行使した。

（二級建築士又は木造建築士の免許取消・業務停止処分）
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処分の内容
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